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大 項 目 インターネット 

小 項 目 出会い系サイト 

タイトル 出会い系サイトの危険～出会い系サイトは見ない、書かない、会わない～ 

ねらい 
出会い系サイトに関係した犯罪例や、出会い系サイトに18歳未満の者がアクセスすることは法律で禁止さ

れていることを知らせるとともに、自分の身を守るための対処法を身に付けさせる。 

作成の意図 

掲示板等を通して、知らない人同士の出会いの場を提供する「出会い系サイト」には、様々な種類があり、

趣味の仲間や仕事の仲間との出会いから結婚相手を探すものもあれば、中には援助交際等の犯罪につながるも

のもある。事実、出会い系サイトに絡む犯罪が急激に増えており、特に18歳未満の女の子を狙った犯罪行為

には、援助交際、レイプ、恐喝、脅迫、殺人事件に至る事件も起こっている。 

そこで、このような危険なサイトに簡単にアクセスできる環境にある生徒たちに、実際に起こっている被害

の現状やアクセスのほとんどが携帯電話からであることを示し、自分の問題として対策を取らせるとともに、

興味本位で出会い系サイトにアクセスすることの危険性を認識させる。その上で、自分自身を守るための対処

法を身に付けさせる。 

指導内容 

・出会い系サイトに関係した事件の現状やサイトへのアクセス手段について 

・出会い系サイトを通して実際に会うまでの仕組みや、会うことの危険性について 

・出会い系サイトの危険から身を守るために気を付けなくてはならないこと 

・出会い系サイト規制法について 

展開例 

(1) 情報モラル啓発資料を配付する。 

   ・現在、携帯電話を所有していない者も、一緒に考えさせるようにする。 

(2) 出会い系サイトに関係した事件の現状やサイトへのアクセス手段について確認させる。 

・警察庁発表の平成１９年中の＜統計資料＞から、出会い系サイトに関係した事件の検挙状況や被害者

の年齢・性別、サイトへのアクセス手段について確認させる。 

   ・被害者の84.8%が18歳未満の児童であり、そのうち96.5%が携帯電話を使用して出会い系サイト 

へアクセスしている現状を知らせ、危機感をもたせる。 

(3) イラストを見ながら出会い系サイトを通して実際に会うまでの仕組みや、会うことの危険性について理解

させる。 

     ・出会い系サイト勧誘メールが届き、好奇心からアクセス、興味本位に書込みを行い、相手に直接会う

ことで犯罪被害に遭ってしまうケースが多いことを理解させる。 

      ・ネットでは、誰でも簡単に年齢や職業を偽って他人になりすますことができることを認識させる。 

(4) 出会い系サイトの危険から身を守るために気を付けなくてはならないことについて確認させる。 

   ①好奇心から出会い系サイトにアクセスしない。出会い系サイト勧誘メールが届いても無視する。 

   ②興味本位で書込みをしない。安易に個人情報を書き込まない。 

   ③知り合った人とは、絶対に直接会わない。 

(5) 出会い系サイト規制法について説明する。 

     ○１８歳未満の者が出会い系サイトを利用することそのものが禁止され、これに違反してアクセスし、

性行為を誘うような書込みをすると、成人、児童ともに処罰の対象になる。 

   ・18歳未満の人が出会い系サイトを利用してはならない。  

・18歳未満の人にお金を渡すことを示して交際などを求めることは、法律で禁止されており罰せられる。 

・18歳未満の人が、出会い系サイトの掲示板に書込みをして、お金を目的の交際などを求めるこ 

とは、法律で禁止されており、罰せられる。 

・保護者は、児童(18歳未満)による出会い系サイトの利用を防止するために必要な措置を講ずるよ 

う努めなければならない。   

(6) 出会い系サイトに関係した事例を確認させる。  

出会い系サイトの危険 


